
広報はむら 6.1.1

特
に
記
載
が
な
い
場
合
の
受
付
時
間
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
で
す
。
申
込
み
の
記
載
が
な
い
場
合
は
直
接
会
場
へ
。
費
用
の
記
載
が
な
い
場
合
は
無
料
で
す
。

5

税税
■
森
林
環
境
税
（
国
税
）
の
創
設

森
林
整
備
な
ど
に
必
要
な
地
方
財
源
を
安

定
的
に
確
保
す
る
観
点
か
ら
森
林
環
境
税

（
国
税
）
が
創
設
さ
れ
ま
す
。
個
人
住
民
税

均
等
割
と
併
せ
て
１
人
年
額
１
０
０
０
円
を

徴
収
し
ま
す
。

※
平
成
26
年
度
か
ら
、
防
災
の
た
め
の
施
策

財
源
と
し
て
、
均
等
割
と
併
せ
て
１
人
年

額
１
０
０
０
円
課
税
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
ち
ら
は
令
和
５
年
度
で
終
了
し
ま
す
。

■
国
外
居
住
親
族
に
係
る
扶
養
控
除
な
ど
の

見
直
し

扶
養
控
除
な
ど
の
対
象
と
な
る
国
外
居
住

親
族
の
要
件
が
変
更
に
な
り
ま
す
。
年
齢
が

30
歳
以
上
70
歳
未
満
の
方
は
対
象
外
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
は
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
留
学
に
よ
り
国
内
に
住
所
を
有
し
な
く

な
っ
た
方

②
障
害
の
あ
る
方

③
扶
養
控
除
な
ど
を
申
告
す
る
方
か
ら
、
そ

の
年
に
お
け
る
生
活
費
ま
た
は
教
育
費
に

充
て
る
た
め
の
支
払
い
を
38
万
円
以
上
受

け
て
い
る
方

※
確
定
申
告
や
市
・
都
民
税
申
告
の
提
出
書

類
と
し
て
、
親
族
関
係
書
類
お
よ
び
送
金

関
係
書
類
、
留
学
や
障
害
の
事
実
が
わ
か

る
書
類
の
提
出
が
必
要
で
す
（
外
国
語
で

作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
和
訳
も
必

要
）。

■
上
場
株
式
な
ど
の
配
当
所
得
・
譲
渡
所
得

の
課
税
方
式
の
統
一

上
場
株
式
な
ど
に
係
る
配
当
所
得
お
よ
び

譲
渡
所
得
な
ど
に
つ
い
て
、
所
得
税
と
住
民

税
で
異
な
る
課
税
方
式
を
選
択
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
市
公
式
サ
イ
ト

「
令
和
６
年
度
住
民
税
か

ら
適
用
の
税
制
改
正
」
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

課
税
課
市
民
税
係
内内
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令
和
６
年
度
住
民
税
の
税
制
改
正
な
ど

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
継
続
減
免
回
答
書
の
提
出
を

■
取
壊
し
家
屋
（
建
物
）
の
届
け
出

令
和
５
年
中
に
家
屋
（
全
部
ま
た
は
一
部
）

を
取
り
壊
し
た
場
合
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

▼
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋
…
東
京
法
務
局
西

多
摩
支
局
で
家
屋
の
滅
失
登
記

▼
未
登
記
の
家
屋
…
課
税
課
資
産
税
係
へ

「
家
屋
取
壊
し
申
告
書
」
を
提
出

※
取
壊
し
の
届
け
出
が
な
い
と
、
令
和
６
年

度
以
降
も
家
屋
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て

課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
住
宅
用
地
な
ど
の
申
告
は
１
月
31
日
㈬
ま
で

市
内
に
土
地
を
所
有
し
て
い
る
方
で
、
令

和
５
年
中
に
次
の
①
～
④
に
該
当
す
る
場
合

は
「
固
定
資
産
税
住
宅
用
地
等
申
告
書
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
土
地
を
新
し
く
住
宅
用
地
と
し
て
使
用
し
た
。

②
土
地
を
住
宅
用
地
と
し
て
使
用
し
な
く

な
っ
た
。

③
住
宅
用
地
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
事
業
用

家
屋
を
新
（
増
）
築
し
た
。

④
住
宅
を
事
業
用
家
屋
に
用
途
変
更
し
た
。

■
建
替
え
中
の
住
宅
用
地
の
特
例
（
建
替
え

特
例
）
の
申
告
は
１
月
31
日
㈬
ま
で

住
宅
用
で
家
屋
が
建
設
さ
れ
て
い
な
い
・

建
設
中
の
土
地
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す

場
合
（
建
替
え
の
た
め
住
宅
を
取
り
壊
し
、

賦
課
期
日
〈
１
月
１
日
〉
に
住
宅
が
存
在
し

な
い
場
合
、
住
宅
の
新
築
工
事
に
着
手
し
て

い
る
な
ど
）
は
、
住
宅
用
地
の
特
例
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
該
当
す
る
場
合
は
、

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

■
固
定
資
産
税
（
家
屋
）
の
減
額
措
置

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
や
耐
震
改

修
、
省
エ
ネ
改
修
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
大
規
模

修
繕
な
ど
、
特
定
の
要
件
を
満
た
し
た
改
修
、

修
繕
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
固
定
資
産
税
の

減
額
措
置
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
工
事
後
３
か

月
以
内
に
申
告
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

申
告
先
・
問
合
せ

課
税
課
資
産
税
係
内内

158

    

固
定
資
産
税
に
関
す
る
届
け
出
・
申
告
を
忘
れ
ず
に

令
和
５
年
度
に
軽
自
動
車
税
（
種
別

割
）
の
減
免
を
受
け
て
い
る
車
両
に
つ

い
て
、
対
象
の
方
に
照
会
書
を
送
付
し

ま
す
。

令
和
６
年
度
も
減
免
を
希
望
す
る

場
合
は
、
同
封
の
回
答
書
に
記
入
の
上
、

必
ず
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

送
付
時
期

１
月
上
旬

回
答
方
法

１
月
31
日
㈬
ま
で（
必
着
）

に
、
郵
送
ま
た
は
直
接
、
提
出
先
へ

※
期
限
ま
で
に
回
答
の
な
い
場
合
は
、

継
続
減
免
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
継
続
減
免
に
該
当
し
な
い
場
合
は
５

月
上
旬
に
納
税
通
知
書
を
、
継
続
減

免
が
決
定
し
た
場
合
は
６
月
上
旬
に

減
免
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

提
出
先
・
問
合
せ

課
税
課
市
民
税
係

内内
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状
況
に
よ
り
、
施
設
が
休
館
し
た
り
、
事
業
な
ど
が
変
更
・
延
期
、
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
最
新
情
報
は
市
公
式
サ
イ
ト
・
各
施
設
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

広報はむら 6.1.16

東
京
税
理
士
会
青
梅
支
部
所
属
の
税
理
士

が
無
料
申
告
相
談
を
行
い
、
パ
ソ
コ
ン
で
申

告
書
を
作
成
し
ま
す
。

※
オ
ン
ラ
イ
ン
ま
た
は
電
話
に
よ
る
事
前
の

申
込
み
が
必
要
で
す
。

日

時

２
月
５
日
㈪
～
９
日
㈮
の
午
前
９

時
～
午
後
４
時
（
１
区
分
30
分
間
）

会

場

市
役
所
４
階
大
会
議
室

※
持
ち
物
な
ど
詳
し
く
は
、

市
公
式
サ
イ
ト
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、

広
報
は
む
ら
１
月
15
日
号
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

※
土
地
・
建
物
・
株
式
の
譲
渡
所
得
の
相
談

は
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
み

■
オ
ン
ラ
イ
ン
…
１
月
10
日
㈬
午
前
９
時
～

２
月
６
日
㈫
午
後
３
時
30
分

※
詳
し
く
は
、「
税
理
士
に
よ

る
無
料
相
談
（
青
梅
）
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
」
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

■
電
話
…
１
月
10
日
㈬
～
２
月
６
日
㈫
の
午

前
９
時
～
午
後
４
時
（
土
・
日
曜
日
を
除

く
）
に
、
事
前
申
込
専
用
番
号
へ

☎
０
３

－

６
７
４
５

－

６
３
４
６

※
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
「
青
梅
税
務
署
」「
羽

村
市
役
所
の
会
場
お
よ
び
相
談
日
時
」「
相

談
者
の
氏
名
、
電
話
番
号
」
を
伝
え
て
く

だ
さ
い
。

※
事
前
申
込
専
用
番
号
以
外
で
は
、
受
付
け

で
き
ま
せ
ん
。

※
初
日
は
電
話
が
か
か
り
づ
ら
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

問
合
せ

青
梅
税
務
署
☎
０
４
２
８

－

２
２

－
３
１
８
５
（
自
動
音
声
に
従
っ
て
「
２
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）

※
申
告
書
な
ど
の
提
出
の
み
の
場
合
は
、
直

接
、
青
梅
税
務
署
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
５
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告

    

税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

前
年
の
確
定
申
告
を
行
っ
て
い
て
も
、
令

和
５
年
分
の
用
紙
は
原
則
、
青
梅
税
務
署
か

ら
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

e-Tax

（
電
子
申
告
）
を
利
用
す
る
か
、

市
役
所
ま
た
は
青
梅
税
務
署
に
申
告
用
紙
を

取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

※
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

市
役
所
で
の
配
布

１
階
市
民
ホ
ー
ル
で
１

月
22
日
㈪
か
ら

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

青
梅
税
務
署
個
人
課
税
第
１
部
門

☎
０
４
２
８

－

２
２

－

３
１
８
５
（
自
動
音

声
に
従
っ
て
「
２
」
を
選
択
）

注
意
！

確
定
申
告
用
紙
は
、
原
則
、
送
付
し
ま
せ
ん

▼青梅税務署から

▲�税理士による無

料相談（青梅）

ウェブサイト

▲�国税庁ウェ

ブサイト

　ビジネスの利益目標達成に向けた考え方につ

いて学んでみませんか。

日　時　1月 18 日㈭午後 7時～ 9時

会�　場　産業福祉センター会議室またはオンラ

イン（Zoom）

対　象　創業者・創業希望者

定　員　会場 20 人（申込順）

持ち物　電卓

講　師 角
かく

田
た

恭
きょう

平
へい

さん（中小企業診断士）

申�込み・問合せ　1 月 16 日㈫までに、申込み

フォームまたは電話で、産業振興

　課商工観光係内内 656 へ

令和 5年度

第 5回創業支援セミナー

個人事業主・副業者のための財務セミナー




